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第3章 給水装置の構造及び材質 

1． 基本計画 

給水装置の基本計画は、基本調査、給水方式の決定、計画使用水量の決定、給水管の口径の決定等から

なっており、給水装置にとって最も基本的な事項を決定するもので極めて重要である。 

1.1 基本調査 

基本調査は、計画・施工の基礎となる重要な作業であり、調査の良否は計画の策定、施工、さらには給

水装置の機能にも影響するものであるので、慎重に行うこと。基本調査は、主任技術者が行うものとし、

標準的な調査項目、調査内容は次のとおりである。 

調 査 項 目 調 査 内 容 
調 査（確認）場 所 

申込者 管理者 現 地 その他 

①工事場所 町名、丁目、番地等住居表示番号 ○  ○  

②使用水量 
使用目的(事業・住居)、使用人員、 

延床面積(有効面積)、取得栓数 
○  ○  

③既設給水装置の 

有無 

所有者、布設月日、形態(単独栓・連合栓)、

水栓番号、口径、管種、布設位置、使用水

量、閉栓水栓 

○ ○ ○ 所有者 

④屋外配管 
止水栓及びメーターの位置、 

給水管の布設位置、道路との高低差 
○ ○ ○  

⑤供給条件 

給水条件、給水区域、配水管への取付けか

ら水道メーターまでの工法、工期、その他

工事上の条件等 

 ○   

⑥屋内配管 給水栓の位置(種類と個数)、給水用具 ○  ○  

⑦配水管の布設状況 
口径、管種、布設位置、配水管の水圧、 

給水区域 
 ○ ○  

⑧道路の状況 
種別(公道・私道)(県道・町道)、幅員、 

舗装種別、舗装年次、路盤構成 
  ○ 

道 路

管理者 

⑨各種埋設管の有無 
種類(ガス、下水道、電気、NTT、導水、 

農水等)口径、布設位置 
  ○ 

埋設物

管理者 

⑩現地の施工環境 施工時間(昼・夜)、関連工事  ○ ○ 
埋設物

管理者 

⑪既設給水管から 

分岐する場合 

所有者、給水戸数、布設月日、口径、管種、

布設位置、既設建物との関連 
○ ○ ○ 所有者 

⑫貯水槽方式の場合 
貯水槽の構造、位置、点検口の位置、 

配管ルート、その他 
  ○  

⑬工事に関する 

同意承諾の 

取得確認 

支管引用の承諾、私有地埋設承諾、 

その他利害関係者の承諾、 

節水計画書(大型建築物) 

○ ○  
利 害 

関係者 

⑭建築確認 建築確認通知(番号) ○    
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2． 給水方式の決定 

給水方式には、直結式、貯水槽式及び直結・貯水槽併用式があり、その方式は給水高さ、所要水量、使用

用途及び維持管理面を考慮し決定すること。 

2.1 直結式 

（1） 配水管のもつ水量、水圧により給水装置の末端給水栓まで給水する方式である。（図-3.2.1） 

（2） 直結式の採用条件 

配水管の水圧及び水量が十分で、かつ、常時円滑な給水が可能な場合で貯水槽式以外の場合。 

    ただし、給水区域内の配水管の最小動水圧は 0.147MPa(1.5kgf/cm2)を基準としているので、直結給水

は 2階建てまでとする。 

図-3.2.1 直結式の一般図 

2.2 貯水槽式 

（1） 貯水槽を設け、水を一旦これに貯めてから給水する方式である。 

（2） 貯水槽式の採用条件 

① 常時一定の水圧を必要とする箇所 

② 給水制限又は停止がなされた場合でも一定の保安用水又は業務用水等を必要とする箇所 

③ 化学薬品工場又はメッキ工場その他事業活動に伴い水を汚染するおそれがある箇所 

④ 一時に多量の水を必要とする場合 

⑤ 3 階以上の高さの建物に給水する場合 

⑥ 断、減水時でも、一定量の保安用水、業務用水を必要とする場合  
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⑦ その他管理者が必要と認める場合 

※ 地上の階数が 3以上の部分に給水栓を設置する建築物及び一時に多量の水を使用する箇所その

他管理者が必要と認める箇所には、貯水槽を設置しなければならない。ただし、管理者が特に認

めた場合は、この限りではない。 

（3） 貯水槽式給水の形態 

① 高置水槽式 

貯水槽式給水の一般的なもので、貯水槽を設けて一旦これに受水したのち、ポンプでさらに高置水

槽へ汲み上げ、自然流下により給水する方式である。（図-3.2.2） 

一つの高置水槽から適当な水圧で給水できる高さの範囲は、10 階程度なので、高層建物では高置

水槽や減圧弁をその高さに応じて多段に設置する必要がある。 

② 圧力水槽式 

小規模の中層建物の多く使用されている方式で、貯水槽に受水したのち、ポンプで圧力水槽に貯え、

その内部圧力によって給水する方式である。（図-3.2.3） 

③ ポンプ直送式 

小中規模の中層建物に多く使用されている方式で、貯水槽に受水したのち、使用水量に応じてポン

プの運転台数の変更や回転数制御によって定圧給水する方式である。（図-3.2.4） 

図-3.2.2 高置水槽式 
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図-3.2.3 圧力水槽方式 

図-3.2.4 加圧ポンプ方式  
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3． 計画使用水量の決定 

3.1 用語の定義 

（1） 計画使用水量 

計画使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量をいい、給水装置の給水管

の口径等の基礎となるものである。 

一般に、直結式給水の場合は、同時使用水量（通常、単位として  ／分を用いる）から求められ、貯

水槽式の場合は、一日当たりの使用水量（ ／日）から求められる。 

（2） 同時使用水量 

同時使用水量（ ／分）とは、給水装置工事の対象となる給水装置内に設置されている給水用具のう

ちから、いくつかの給水用具を同時に使用することによってその給水装置を流れる水量を言う。 

一般的に計画使用水量は同時使用水量から求められる。 

例えば、給水栓、給湯器等の給水用具が同時に使用された場合の使用水量であり、瞬時の最大使用水

量（ ／分）に相当する。 

（3） 計画一日使用水量 

計画一日使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置に給水される水量であって、一日当りの

ものをいう。 

計画一日使用水量は、貯水槽式給水の場合の貯水槽の容量の決定等の基礎となるものである。 

3.2 計画使用水量の決定 

計画使用水量は、給水管の口径、貯水槽容量の計画をする際の基礎となるものであり、建物の用途及び

水の使用用途、使用人数、給水栓の数等を考慮したうえで決定すること。 

同時使用水量の算出にあたっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた方法を選択するこ

と。 

なお、雑用水道を設置する場合は、その節水量を減じても良いが雑用水道系統の事故によって給水不能

の場合を考慮して使用水量を定めること。 

（1） 直結式給水の計画使用水量 

① 計画使用水量 

直結式給水における計画使用水量は、給水用具の同時使用の割合を十分考慮して実態にあった水量

を設定することが必要である。 

この場合、計画使用水量は同時使用水量とし通常は  ／min を用いる。 

ア．一戸建て等における同時使用水量の算定方法 

a． 同時に使用する給水用具を設定して計算する方法 

同時に使用する給水用具数を求めるには、設置する総給水用具数より同時使用率を考慮した給

水用具数（表-3.3.1）を求め、使用頻度の高い給水用具（台所、洗面器等）と設置場所を十分に

配慮して選択した給水用具の一般的な給水用具種類別吐水量（表-3.3.2）を用いて同時使用水量

を求める方法と、給水用具の種類に関わらず給水用具の標準使用水量（表-3.3.3）を用いて同時

使用水量を求める方法もある。 
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表-3.3.1 同時使用率を考慮して給水用具数 

総給水用具数（個） 同時使用率を考慮した給水用具数（個） 

1 ～ 2 1 

3 ～ 6 2 

7 ～ 13 3 

14 ～ 23 4 

24 ～ 36 5 

※ 以降は総給水用具数の 0.475 乗(小数第一位を四捨五入)とする。 

表-3.3.2 種類別吐水量とこれに対応する給水用具の口径 

用   途 
使用水量 

( ／min) 

対応する給水 

用具の口径(mm) 
備   考 

台所流し 

洗濯流し 

洗面器 

浴槽(和式) 

浴槽(洋式) 

シャワー 

小便器(洗浄水槽) 

小便器(洗浄弁) 

大便器(洗浄水槽) 

大便器(洗浄弁) 

手洗器 

消火栓(小型) 

散水 

洗車 

12 

12 

8 

20 

30 

8 

12 

15 

12 

70 

5 

130・260 

15 

35 

13～20 

13～20 

13 

13～20 

20～25 

13 

13 

13 

13 

25 

13 

40・50 

13～20 

20～25 

1 回(4～6秒)の 

吐水量 2～3 

1 回(8～12 秒)の 

吐水量 13.5～16.5 

業務用 

表-3.3.3 給水用具の標準使用水量 

給水用具の口径(mm) 13 20 25 

標準使用水量( ／min) 17 40 65 

b． 標準化した同時使用水量の算定方式 

この方式は、給水用具の数と同時使用水量との関係についての標準値から求める方法である。 

給水装置のすべての給水用具の個々の使用水量（表-3.3.2）を足し合わせた全使用水量を給

水用具の総和で割ったものに、同時使用水量比（表-3.3.4）を掛けて求める方法である。 

同時使用水量＝給水用具の全使用水量÷給水用具総数×同時使用水量比 
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表-3.3.4 給水用具数と同時使用水量比 

総給水用具数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 

使用水量比 1.0 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.5 4.0 5.0 

c． 総水栓数より同時使用水量を算出する方式 

給水装置の総水栓数を用いて同時使用水量を求める方法である。 

Ｑ＝ｑ×Ｎ0.475   Ｎ：同時使用水量( /min)

Ｑ：口径 13mm の水栓の標準使用水量 17 /min (表-3.3.3) 

                  Ｎ：総水栓数(口径 13mm 換算) (P.61 参照) 

イ．集合住宅等における同時使用水量の算定方法 

a． 戸数から同時使用水量を算出する方法 

一般的によく用いられる方式である。（ＢＬ基準） 

10 戸未満        Ｑ＝42Ｎ0.33 

10 戸以上 600戸未満    Ｑ＝19Ｎ0.67

                      Ｑ：同時使用水量( /min)

                      Ｎ：戸数(戸) 

ＢＬ基準による同時使用水量及び給水管口径早見表は表-3.4.8 参照 

b． 居住人数から同時使用水量を算出する方法 

1～30 (人)       Ｑ＝26Ｐ0.36

31～200(人)       Ｑ＝13Ｐ0.56

Ｑ：同時使用水量( /min)

                     Ｐ：人数(人)  



- 31 - 

ウ．一定規模以上の給水用具を有する店舗、事務所等における同時使用水量の算定方法 

a． 同時使用水量の算定方法 

給水用具給水負荷単位による方法。 

給水用具給水負荷単位とは、給水用具の種類による使用頻度、使用時間及び多数の給水用具

の同時使用を考慮した負荷率を見込み給水流量を単位化したもので、同時使用水量の算出は各

種給水用具給水負荷単位(表-3.3.5)に給水用具数を乗じたものを累計した値にて給水負荷単

位同時使用流量線図(図-3.3.1)を利用して求める方法である。 

各給水用具の給水付負荷単位の設定 

（表-3.3.5） 

給水負荷単位の設定が困難な給水用具    

                                       （P.33 参照） 

各系統の給水負荷単位の累計 各給水用具の瞬時最大流量の設定 

ｑ1、ｑ2、･･･( ／min) 

各系統の同時使用水量の算定 

Ｑ1( ／min) 

(図-3.3.1)参照 

各系統の同時使用水量の算定 

Ｑ2( ／min) 

Ｑ2＝(ｑ1＋ｑ2＋･･･)･η 

η：器具の同時使用率 

(器具の同時使用率は表-3.3.6 を参照) 

注：同時使用率は系統の全給水用具数から

洗浄弁式の大便器数を差し引いて求め

る。 

各系統の同時使用水量の決定 Ｑ( ／min) 

Ｑ＝Ｑ1＋Ｑ2
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表-3.3.5 給水用具給水負荷単位表 

給 水 用 具 給水用具給水負荷単位 
備  考 

個人用 公供用及び事業用 

大 便 器 F.V 6 10 F.V＝洗浄弁 

F.T＝洗浄水槽 大 便 器 F.T 3 5 

小 便 器 F.V － 5 

小 便 器 F.T － 3 

洗 面 器 水栓 1 2 

手 洗 器 〃 0.5 1 

浴   槽 〃 2 4 

シ ャ ワ ー 混合弁 2 4 

台 所 流 し 水栓 3 － 

料理場流し 〃 2 4 

食器洗流し 〃 － 5 

掃除用流し 〃 3 4 

医療用洗面器  － 3 

事務室用流し  － 3 

連 合 流 し  3 － 

洗 面 流 し 水栓一個につき － 2 

水 飲 み 器 水飲み水栓 1 2 

散水・洗車 給水栓 － 5 

（建築設備設計基準．平成 14年度版による） 

※ この図の曲線①は大便器洗浄弁の多い場合、曲線②は大便器洗浄タンク(ロータンク便器等)の多い場

合に用いる。 

図-3.1.1 給水用具給水負荷単位による同時使用水量図  
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b． 給水負荷単位の設定が困難な給水用具の瞬時最大流量の算定方法 

表-3.3.6 器具の同時使用率(η)[単位：％] 

(空気調和・衛生工学便覧 第 13 版)    

器具数
1 2 4 8 12 16 24 32 40 50 70 100 

器具種類 

大便器(洗浄弁) 100 50 50 40 30 27 23 19 17 15 12 10 

一般器具 100 100 70 55 48 45 42 40 39 38 35 33 

用具種別ごとの時間最大予想給水量の算定 ｑｈ( ／ｈ) 

  ｑｈ＝ｑ･η･Ｎ 

   ｑ：用具種別ごとの 1回当りの使用水量[ ／(回･個)](表-3.3.7 参照) 

   η：用具種別に対応した 1時間当りの使用回数の最大値(回／ｈ) 

Ｎ：用具種別ごとの数量(個) 

時間最大予想給水量の集計 Ｑｍ ( ／ｈ)既製品 

  Ｑｍ＝ｑｈ１＋ｑｈ２＋… 

   ｑｈ１，ｑｈ２，…：用具種別ごとの時間最大予想給水量( ／ｈ) 

時間平均予想給水量の算定 Ｑｂ ( ／ｈ) 

 Ｑｂ＝Ｑｍ／Ｋ１ 

   Ｑｍ：時間最大予想供給量( ／ｈ) 

  Ｋ１：瞬時最大使用係数(1.5～2、通常は 2とする。) 

瞬時最大予想給水量の算定 Ｑｐ ( ／ｈ) 

   Ｑｍ：時間最大予想供給量( ／ｈ) 

  Ｋ２：瞬時最大使用係数(2～3、通常は 2.5 とする。) 

同時使用水量の算定 Ｑ２

 Ｑ２＝Ｑｐ×η 

   Ｑｐ：瞬時最大予想給水量( ／min) 

   η：器具の同時使用率(％) (表-3.3.6) 



- 34 - 



- 35 - 

（2） 貯水槽式給水の計画使用水量 

貯水槽式給水における計画一日使用水量は、建物種類別単位給水量･使用時間･人員（表-3.3.7）を用

い、当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分に考慮して算出すること。 

貯水槽への単位時間当たり給水量は、1日当たりの計画使用水量を使用時間で除した水量とする。 

計画一日使用水量の算定には、次の方式がある。 

① 使用人員から算出する場合 

1 人 1日当たり使用水量（表-3.3.8）×使用人員 

② 使用人員が把握できない場合 

単位床面積当たり使用水量（表-3.3.8）×延床面積 

③ その他 

使用実績等による積算 

表にない業態等については、使用実態及び類似した実態等の使用水量実績等を調査して算出するこ

と。 

また、実績資料等がない場合でも、例えば用途別及び使用給水用具ごとに使用水量を積み上げて算出

する方法もある。 

給水用具数による時間平均予想給水量×1日平均使用時間(P.33 参照) 
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表-3.3.8 建物種類別単位給水量・使用時間・人員表 

建物種類 
単位給水量 

(1 日当り) 

使用時間

(h／日) 
注 記 

有効面積当たりの

人員など 
備   考 

戸建住宅 

共同住宅 

独身寮 

200 /人 

200 /人 

400 /人 

10 

15 

10 

居住者 

1 人当たり 

0.16 人/ｍ2

0.16 人/ｍ2

官公庁・ 

事務所 
60～100 /人 9 

在勤者 

1 人当たり 
0.2 人/ｍ2

男子 50 /人、女子 100 /人 

社員食堂･テナント等は別途

加算 

工場 60～100 /人 
操業時間

+1 

在勤者 

1 人当たり 

座作業 0.3 人/ｍ2

立作業 0.1 人/ｍ2

男子 50 /人、女子 100 /人 

社員食堂･テナント等は別途

加算 

総合病院 
1500～3500 /床 

30～60 /ｍ2 16 
延べ面積 

1ｍ2当たり 

 設備内容等により詳細に検討

する 

ホテル全体 

ホテル客室部

500～6000 /ﾍﾞｯﾄﾞ

350～450 /ﾍﾞｯﾄﾞ 

12 

12 

 客室部のみ、設備内容等によ

り詳細に検討する 

保養所 500～800 /人 10 

喫茶店 
20～35 /客 

55～130 /店舗ｍ2 10 
店舗面積には 

厨房面積を含む 

厨房で使用される水量のみ 

便所洗浄水などは別途加算 

飲食店 
55～130 /客 

110～530 /店舗ｍ2 10 同上 

同上 

定性的には、軽食･そば･和食･

洋食･中華の順に多い 

社員食堂 
25～50 /食 

80～140 /食堂ｍ2 10 
食堂面積には 

厨房面積を含む 
同上 

給食センター 20～30 /食 10  同上 

デパート･ 

スーパーマーケット
15～30 /ｍ2 10 

延べ面積 

1ｍ2当たり 
従業員分・空調用水を含む 

小･中･普通 

高等学校 

大学講義棟 

※別途記載 

2～4 /ｍ2

9 

9 

(生徒+職員) 

1 人当たり 

延べ面積 

1ｍ2当たり 

 教師･従業員分を含む 

プール用水(40～100 /人)は

別途加算 

実験・研究用水を含む 

劇場･映画館
25～40 /ｍ2

0.2～0.3 /人 
14 

延べ面積 

1ｍ2当たり 

入場者 

1 人当たり 

従業員分・空調用水を含む 

ターミナル駅

普通駅 

10 /1000 人 

3 /1000 人 

16 

16 

乗降客 

1000 人当たり

乗降客 

1000 人当たり

 列車給水・洗車用水は別途加

算 

従業員分･多少のテナント分

を含む 

寺院・教会 10 /人 2 
参会者 

1 人当たり 
常住者･常勤者分は別途加算 

図書館 25 /人 6 
閲覧者 

1 人当たり 
0.4 人/ｍ2 常勤者分は別途加算 

注 1) 単位給水量は設計対象給水量であり、年間 1日平均給水量ではない。 

注 2) 備考欄に付記のない限り、空調用水、冷凍機冷却水、実験･研究用水、プロセス用水、プール･サウナ用

水等は別途加算する。 

（空気調和衛星工学便覧 平成 13年度版による） 
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※ 有効面積の取扱い 

業態 
有効面積当たり

の人員 

該当する部分 該当しない部分 

共同住宅 

0.16 人/ｍ2

(200 /人) 

使用時間 

(12h／日) 

寝室、個室など、主として居住者が就寝

可能なスペースのみとする。 

ただし、単独世帯向けマンション(2LDK

未満)については居間兼食事室の面積の

1/2 とする。 

廊下、玄関、台所、押し入れ、

物入れ、風呂、トイレ、洗面所

等。 

ファミリータイプマンション

(2LDK)の LDK 部。 

事 務 所 

官 公 庁 

0.2 人/ｍ2

(60～100 /人) 

主として勤務者が事務等を行うスペー

スで、机、イス、テーブル等を含めて区

画された一部屋の面積とする。 

ロッカー室、宿直室、会議室、

資料室、トイレ、廊下等フルタ

イムで使用しない部分。 

※ 学校施設の標準使用水量について 

区 分 標準使用水量 区 分 標準使用水量 

小 学 校 32 /人 養護学校 97 /人 

中 学 校 20 /人 幼 稚 園 18 /人 

高等学校 42 /人 保 育 園 45 /人 

3.3 貯水槽の容量 

（1） 貯水槽の有効容量は、計画使用水量、使用時間及び受水槽流入量等を考慮して決め、次の式を標準

とする。 

有効容量＝
1日当たり計画使用水量

1日当たり使用時間
� 1日当たり使用時間/2

ただし、短時間にて多量の水を使用する施設においては、次式にて貯水槽容量の算定を行うこと。 

有効容量≧(時間最大計画使用水量×使用時間)－(時間当たり補給水量×使用時間) 

※ 有効容量 10ｍ3を超える貯水槽は維持管理上、内部 2槽式が望ましい。 

（2） 高置水槽を設置する場合の有効容量は次の式を標準とする。 

有効容量＝
1日当たり計画使用水量

1日当たり使用時間
� 0.5～1時間 

（3） 副貯水槽の有効容量は、越流、水撃作用等による事故を防ぐためボールタップの吐水量及び閉止時

間を考慮して定めること。 

（4） 消火用水槽との兼用 

水質保全のため、消火用水は原則として別水槽とする。消火用水を貯水槽容量に兼ねる場合でも、そ

の容量は 1日の使用量の範囲内とすること。  



- 38 - 

3.4 補給水量 

（1） 貯水槽への給水管の口径は、次式により求められる補給水量を満足する給水管口径が必要である。 

補給容量＝
1日当たり計画使用水量

1日当たり使用時間

（2） 給水管は、メーターと貯水槽の吐水口との間で分岐してはならない。 

ただし、2 以上の貯水槽分岐において、各貯水槽の流量が該当メーターの性能範囲内である場合は、

この限りでない。 

4． 給水管の口径決定 

4.1 口径決定の条件 

（1） 給水管の口径は、分岐する配・給水管の最小動水圧の時においても、計画使用水量を十分に供給で

きる大きさとし、かつ、使用量に比し著しく過大でないことが必要であり、計画使用水量、水圧、水

道メーターの性能、損失水頭及び給水器具の同時使用率を調査して定めなければならない。 

（2） 給水区域内における設計水圧は、配水管最小動水圧を 0.147MPa(1.5kgf/cm2)とする。 

ただし、管理者が別に定める地域にあってはこの限りでない。 

（3） 水理計算にあたっては、給水管の立上り高さと計画使用水量に対する各種損失水頭(管の流入及び流

出口、管継手類、水道メーター、水栓類による損失水頭並びに摩擦による損失水頭等)を加えたもの

が、取出し配水管の最小動水圧の水頭以下になるように定めること。(図-3.4.1) 

 (ｈ’+∑ｈ)＜Ｈ 

図-3.4.1 動水勾配線図 

ただし、将来の使用水量の増加、配水管の水圧変動等を考慮して、ある程度余裕水頭を確保しておく

必要がある。 

なお、最低作動水圧を必要とする給水用具がある場合は、給水用具の取付部において、5ｍ程度(メー

カー各社の製品によって最低作動水圧が異なるので確認が必要)の水頭を確保し、また先止め式瞬間湯
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沸器で給湯管路が長い場合は、混合水栓やシャワーなどにおいて所要水量を確保できるようにすること

が必要である。 

さらに、給水管内の流速は、過大にならないように配慮する必要がある。 

(推奨流速は 1～1.5ｍ/ｓとし、最大で 2.0ｍ/ｓ以下とする。) 

口径決定の手順は、まず給水用具の所要水量を設定し、管路の各区間に流れる流量を求める。 

次に口径を仮定し、その口径で給水装置全体の所要水量が、配水管の水圧以下であるかどうかを確か

め、満たされている場合はそれを求める口径とする。 

図-3.4.2 口径決定の手順 
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4.2 水理計算書の提出 

（1） 次のような場合は、水理計算書を提出しなければならない。 

① 一般家庭用を含む直結式の場合(ただし、管理者が認めるものは除く) 

② 貯水槽式の場合 

③ その他管理者が必要と認めた場合 

（2） 損失水頭 

損失水頭には、管の流入、流出口における損失水頭、管の摩擦による損失水頭、水道メーター、給水

用具類による損失水頭、管の曲がり、分岐、断面変化による損失水頭がある。 

これらのうち主なものは、管の摩擦損失水頭、水道メーター及び給水用具による損失水頭であって、

その他のものは計算上省略しても影響は少ない。 

① 給水管の摩擦損失水頭 

給水管の摩擦損失水頭の計算は、口径50mm以下の場合はウエストン(Weston)公式により、口径75mm

以上の管については、ヘーゼン・ウィリアムス(Hazen・Williams)公式による。 

ア．ウエストン公式(口径 50mm 以下の場合) 

g
V

D
L

V
Dh

2
1087.001739.00126.0

2

VDQ
4

2

ここに、h：管の摩擦損失水頭（ｍ） 

V ：管の平均流速（ｍ/sec） 

L：管の長さ（ｍ） 

D：管の口径（ｍ） 

g：重力加速度（9.8m/sec2） 

Q：流速（ｍ3/sec） 

ウエストン公式による給水管の流量図及び流量表は、図-3.4.3 及び表-3.4.3 のとおりである。 



- 41 - 

イ．ヘーゼン・ウィリアムス公式(口径 75mm 以上の場合) 

LQDCh 85.187.485.1666.10
54.063.035464.0 IDCV
54.063.227853.0 IDCQ

       ここに、 I ：動水勾配＝
L
h

C：流速係数＝110 

h：管の摩擦損失水頭（ｍ） 

Q：流速（ｍ3/sec） 

L：管の長さ（ｍ） 

D：管の口径（ｍ） 

ヘーゼン・ウィリアムス公式による給水管の流量図及び流量表は、図-3.4.4 及び表-3.4.4

のとおりである。 

② 各種給水用具による損失 

水栓類、水道メーター等による水量と損失水頭の関係は、図-3.4.5～図-3.4.9 のとおりである。 

なお、図に示していない給水用具類の損失水頭は、製造会社の資料などを参考にして決めること。 

③ 各種給水用具類などによる損失水頭の直管換算長 

給水管の摩擦以外の損失水頭で給水装置に取り付ける分水器具、止水栓、水道メーター、水栓及び

継手類等によって生ずる損失水頭は、直管延長に換算する。 

直管換算長とは、水栓類、水道メーター、管継手部類による損失水頭がこれと同口径の直管の何メ

ートル分の損失水頭に相当するかを直管の長さで表したものをいう。（表-3.4.5） 

直管換算長の求め方の手順は次のとおりである。 

ア．各種給水用具の標準使用流量に対応する損失水頭(ｈ)を図-3.4.5 などから求める。 

イ．図のウエストン公式流量図から、標準使用流量に対する動水勾配(Ｉ)を求める。 

ウ．直管換算長(Ｌ)は、Ｌ＝(ｈ／Ｉ)×1000 である。 

（3） 給水管口径の決定法 

① 配管許容摩擦抵抗の算定方式 

214321 LLPPPPR

R：配管許容摩擦抵抗値（kPa/ｍ） 

1P：配水管の水圧（kPa） 

2P ：配水管と代表給水用具の高低差（kPa） 

3P ：代表給水用具の必要最小圧力（kPa）（表-3.3.7 参照） 

4P ：量水器の圧力損失（kPa）（図-3.4.6、図-3.4.7 参照） 

1L ：配水管から代表給水用具までの配管実延長（ｍ） 

2L ：局部抵抗相当長の累計（ｍ）（表-3.4.5 参照） 

※ 代表給水用具とは、配水管との高低差に相当する圧力損失、配管抵抗、必要最小圧力の和が

最大となる給水用具をいう。 
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管径の決定 

配管許容摩擦抵抗値(kPa/ｍ)を動水勾配(‰)に変換し、口径 50mm 以下の場合は図-3.4.3 または

表-3.4.3 を用いて同時使用水量から管径を決定する。 

口径 75mm 以上の場合は図-3.4.4 または表-3.4.4 を用いて行うこと。ただし、管内流速は 2ｍ以

下とする。 

② 均等表から管径を決定する方式 

配水管の動水圧が充分に確保されていることが明らかな場合に用いる。 

「均等表」による管径決定法 

各器具の接続管口径の設定 

各器具の接続管口径 13 に換算 

（表-3.4.2「管の均等表」参照 

各系統の管径 13 換算値の累計 

累計値に換算係数を乗じる 

（表-3.4.1「換算係数」参照 

管径の決定 

（表-3.4.2「管の均等表」参照） 

表-3.4.1 換算係数［単位:％］ 

（水道施設設計指針） 

器 具 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30

換算係数 100 70 57 50 44 40 37 35 32 30 23 20 17
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表-3.4.2 給水管の均等表 

図-3.4.3 ウエストン公式による給水管の流量図  
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表-3.4.3 ウエストン公式による流量表 
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図-3.4.4 ヘーゼン･ウィリアムス公式図表(Ｃ＝110)  
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表-3.4.4 ヘーゼン･ウィリアムス公式流量表 
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図-3.4.5 水栓類の損失水頭例(給水栓･止水栓･分水栓) 

図-3.4.6 メーターの損失水頭例  
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表-3.4.5 給水用具類などによる損失水頭の直管換算長 
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4.3 メーター口径の決定 

メーター口径の決定にあたっては、給水装置の使用実態に照らして適正な口径を決定しなければならな

い。 

なお、メーターは給水管と同口径のものを設置しなければならない。 

ただし、口径 13mm の場合、配管延長や高低差などで管理者が特別に認めた場合を除く。 

（1） 一般家庭用 

① 25mm 以下の直結 

メーター口径と同時使用水量 

メーター口径 同時使用水量 13mm の水栓数 

13mm 25 ／min 5 以下 

20mm 41.6  ／min 15 以下 

25mm 50  ／min 25 以下 

※ 一般家庭の給水用具の平均使用水量(表-3.3.2)を 11 /min とし、同時使用水量比(表-3.3.4)に

て算定。 

ただし、13mm の水栓数のうち非常用水栓を除く。 

非常用水栓とは、 

1.散水栓 2.常時使用しないことが明確な水栓 

給水栓口径が大きい場合の換算表（口径別流量を考慮） 

水  栓 13mm の水栓に換算 

13mm 1 

20mm 3 

25mm 6 

※ 給水用具の標準使用水量(表-3.3.3)にて算定。 

本基準は、一般的な住宅などを対象としているので、それ以外のものは、取付器具等を考慮し

て措置すること。 

② 50mm 以上の直結 

口径 50mm 以上については、所要水量に基づき口径を定めること。 

③ 給水主管の決定 

給水主管と分岐する小管の数との関係は次式及び表-3.4.6 のとおりとする。 

ただし、水圧に影響のある地形などの場合は別途考慮すること。 

N � 	 Dd
.	
																		D � 	 N･d .	 .	

N：小管の数 

D：大管の直径 

d：小管の直径 
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表-3.4.6 給水主管に対する分岐数 

枝管 

主管 
13 20 25 40 50 75 100 150 200 250 

13mm 1          

20mm 3 1         

25mm 5 2 1        

40mm 17 6 3 1       

50mm 29 10 6 2 1      

75mm 80 27 16 5 3 1     

100mm 164 56 32 10 6 2 1    

150mm 452 154 88 27 16 6 3 1   

200mm 928 316 181 56 32 12 6 2 1  

250mm 1622 552 316 98 56 20 10 4 2 1 

（2） 営業用、その他 

営業用、業務用等の使用水量は、器具の箇所別使用水量及び同時使用率を用いて、口径を定めること。 

（3） 貯水槽 

1 人 1日当り使用水量、又は床面積当り使用水量に基づく水量などを用いて、口径を定めること。 

（4） メーター性能 

メーターの最大流量は表-3.4.7 のとおりである。 

計画最大使用水量は、メーターの最大流量を超過してはならない。 

したがって、給水管口径決定に際しては、メーターの性能範囲に留意して計算を行うこと。 

表-3.4.7 メーター最大流量        参考：適正使用流量範囲 

口 径 

(mm) 

最 大 流 量 適正使用流量範囲 

(ｍ3/ｈ) 

月間使用量 

(ｍ3/月) (ｍ3/ｈ) ( /min) 

φ13 1.5 25.0 0.1～1.0 100 

φ20 2.5 41.6 0.2～1.6 170 

φ25 4.0 66.6 0.23～2.5 260 

φ50 30.0 500.0 1.25～17.0 2,600 

φ75 47.0 783.3 2.5～27.5 4,100 

φ100 74.5 1,241.6 4.0～44.0 6,600 
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4.4 メーター口径の変更及び改造工事について 

給水装置の改造工事において、所要水量が大きく変化した場合はメーター性能に応じた口径の変更も必

要となるので、使用水量の実態を考慮しメーターの口径の変更を特に必要とする場合は、次の各項により

取り扱うものである。(貯水槽以下のメーター口径変更も同じ取り扱いとする。) 

（1） メーター変更に伴う改造工事 

① 呼び径 50mm 以下のメーターについては、2サイズ下までの減径とする。 

② 呼び径 75mm 以上のメーターについては、1サイズ下までの減径とする。 

③ 減径工事は、メーター上流側に減径後のメーター呼び径と同一直径の 10倍以上、メーター下流側

に 5倍以上の長さの直管部を設けること。 

④ 直結直圧式の一戸建て住宅等において、表-3.4.8 によって口径決定を行った場合は、同表のメー

ター口径に応じた給水栓数を超えないこと。 

⑤ 給水用具(瞬間湯沸器、大便器洗浄弁等)が減径するメーター口径以下であること。 

⑥ 減径工事後の配管構造等についても、本基準によること。 

⑦ 一時用から切り替えて一般用として引き続き使用する場合で、一時用と一般用のメーター口径が

異なっている場合に限り、メーター器用アダプター(青銅鋳物)の使用を認める。 

表-3.4.8 メーター口径と水栓数 

口径(mm) 13mm の給水用具数 

φ13 7 栓以下 

φ20 8～15 栓 

φ25 16～25 栓 

（2） その他 

配管の改造工事の構造については、給水装置工事設計施工基準に適合すること。 
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表-3.4.9 ＢＬ基準による同時使用水量と給水管口径早見表 
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4.5 口径決定計算例 

（1） 給水用具数が 31 栓以上の場合の計算例 

(ア)給水用具給水負荷単位数及び同時使用水量 

区間 給水用具名 口径 給水負荷単位数 小計 水量（ /min） 

Ａ－Ｂ 

トイレ大 φ13 9 × 5 ＝ 45 

119 185.3 

トイレ小 〃 5 × 5 ＝ 25 

洗面器 〃 6 × 2 ＝ 12 

台所流し 〃 1 × 0 ＝ 0 

手洗器 〃 1 × 1 ＝ 1 

シャワー 〃 7 × 4 ＝ 28 

料理場流し 〃 2 × 4 ＝ 8 

給湯器 〃 1 × 0 ＝ 0 

Ｂ－Ｃ 

トイレ大 φ13 9 × 5 ＝ 45 

111 177.3 

トイレ小 〃 5 × 5 ＝ 25 

洗面器 〃 6 × 2 ＝ 12 

手洗器 〃 1 × 1 ＝ 1 

シャワー 〃 7 × 4 ＝ 28 

Ｃ－Ｄ 

トイレ大 φ13 4 × 5 ＝ 20 

77 139.1 

トイレ小 〃 4 × 5 ＝ 20 

洗面器 〃 4 × 2 ＝ 8 

手洗器 〃 1 × 1 ＝ 1 

シャワー 〃 7 × 4 ＝ 28 

Ｄ－Ｅ 

手洗器 φ13 1 × 1 ＝ 1 

33 76.0 シャワー 〃 7 × 4 ＝ 28 

洗面器 〃 2 × 2 ＝ 4 
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区間 給水用具名 口径 給水負荷単位数 小計 水量（ /min） 

Ｅ－Ｆ 
シャワー φ13 7 × 4 ＝ 28 

32 74.3 
洗面器 〃 2 × 2 ＝ 4 

Ｆ－Ｇ 
シャワー φ13 3 × 4 ＝ 12 

16 46.2 
洗面器 〃 2 × 2 ＝ 4 

Ｇ－Ｈ 洗面器 φ13 2 × 2 ＝ 4 4 22.9 

Ｈ－Ｉ 洗面器 φ13 1 × 2 ＝ 2 2 18.8 

Ｄ－Ｊ 

トイレ大 φ13 4 × 5 ＝ 20 

44 93.5 トイレ小 〃 4 × 5 ＝ 20 

洗面器 〃 2 × 2 ＝ 4 

Ｊ－Ｋ 
トイレ大 φ13 4 × 5 ＝ 20 

24 60.6 
洗面器 〃 2 × 2 ＝ 4 

Ｋ－Ｌ 洗面器 φ13 2 × 2 ＝ 4 4 22.9 

Ｌ－Ｎ 洗面器 φ13 1 × 2 ＝ 2 2 18.8 

Ｃ－Ｍ 

トイレ大 φ13 5 × 5 ＝ 25 

34 77.6 トイレ小 〃 1 × 5 ＝ 5 

洗面器 〃 2 × 2 ＝ 4 

Ｍ－Ｏ 
トイレ大 φ13 3 × 5 ＝ 15 

17 48.0 
洗面器 〃 1 × 2 ＝ 2 

Ｏ－Ｐ 
トイレ大 φ13 1 × 5 ＝ 5 

7 28.9 
洗面器 〃 1 × 2 ＝ 2 

Ｐ－Ｑ トイレ大 φ13 1 × 5 ＝ 5 5 24.9 

(イ)給水管の延長と給水用具類の直管換算長 

区間 管又は給水用具名 口径 延長又は換算長（ｍ） 小 計 備 考 

Ａ－Ｂ 

割Ｔ字管 

φ50 

1 × 0.23 ＝ 0.23 

60.01  

給水管    ＝ 20.00 

エルボ 8 × 2.1 ＝ 16.80 

仕切弁 2 × 0.39 ＝ 0.78 

メーター 1 × 20.0 ＝ 20.00 

単式逆止弁 1 × 1.6 ＝ 1.60 

チーズ（直） 1 × 0.6 ＝ 0.6 

Ｂ－Ｃ 
給水管 

φ40 
   ＝ 3.00 

3.45  
チーズ（直） 1 × 0.45 ＝ 0.45 

Ｃ－Ｄ 
給水管 

φ40 
   ＝ 10.00 

12.10  
チーズ（分） 1 × 2.1 ＝ 2.10 

Ｄ－Ｅ 
給水管 

φ40 
   ＝ 4.00 

4.45  
チーズ（分） 1 × 0.45 ＝ 0.45 

区間 管又は給水用具名 口径 延長又は換算長（ｍ） 小 計 備 考 



- 55 - 

Ｅ－Ｆ 
給水管 φ40    ＝ 2.00 

2.45  
チーズ（直）  1 × 0.45 ＝ 0.45 

Ｆ－Ｇ 
給水管 φ25    ＝ 2.00 

2.27  
チーズ（直）  1 × 0.27 ＝ 0.27 

Ｇ－Ｈ 
給水管 

φ20 
   ＝ 2.00 

3.20  
チーズ（分） 1 × 1.2 ＝ 1.20 

Ｈ－Ｉ 

給水管 

φ13 

   ＝ 2.00 

6.20  エルボ 2 × 0.6 ＝ 1.20 

給水栓 1 × 3 ＝ 3.00 

Ｄ－Ｊ 
給水管 

φ40 
   ＝ 4.00 

4.45  
チーズ（直） 1 × 0.45 ＝ 0.45 

Ｊ－Ｋ 
給水管 φ25    ＝ 1.00 

1.27  
チーズ（直）  1 × 0.27 ＝ 0.27 

Ｋ－Ｌ 
給水管 φ20    ＝ 3.00 

4.20  
チーズ（分）  1 × 1.2 ＝ 1.20 

Ｌ－Ｎ 

給水管 

φ13 

   ＝ 2.00 

6.20  エルボ 2 × 0.6 ＝ 1.20 

給水管 1 × 3.0 ＝ 3.00 

Ｃ－Ｍ 

給水管 

φ40 

   ＝ 9.00 

14.10  エルボ 2 × 1.5 ＝ 3.00 

チーズ（分） 1 × 2.1 ＝ 2.10 

Ｍ－Ｏ 
給水管 

φ25 
   ＝ 2.00 

2.27  
チーズ（直） 1 × 0.27 ＝ 0.27 

Ｏ－Ｐ 
給水管 

φ20 
   ＝ 2.00 

3.20  
チーズ（分） 1 × 1.2 ＝ 1.20 

Ｐ－Ｑ 

給水管 
φ20 

   ＝ 1.50 

18.00  エルボ 2 × 0.75 ＝ 1.50 

ボールタップ φ13 1 × 15.0 ＝ 15.00 
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(ウ)損失水頭 

区間 口径 
流量Ｑ 

( /min) 

動水勾配Ｉ 

(‰) 

換算長Ｌ 

(ｍ) 

損失水頭ｈ(ｍ) 

＝(Ｌ×Ｉ)/1000 

Ａ－Ｂ φ50 185.3 56 60.01 60.01 × 56/1000 ＝ 3.36 ｍ 

Ｂ－Ｃ φ40 177.3 150 3.45 3.45 × 150/1000 ＝ 0.52 ｍ 

Ｃ－Ｄ φ40 139.1 97 12.10 12.10 × 97/1000 ＝ 1.17 ｍ 

Ｄ－Ｅ φ40 76.0 33 4.45 4.45 × 33/1000 ＝ 0.15 ｍ 

Ｅ－Ｆ φ40 74.3 32 2.45 2.45 × 32/1000 ＝ 0.08 ｍ 

Ｆ－Ｇ φ25 46.2 126 2.27 2.27 × 126/1000 ＝ 0.29 ｍ 

Ｇ－Ｈ φ20 22.9 100 3.20 3.20 × 100/1000 ＝ 0.32 ｍ 

Ｈ－Ｉ φ13 18.8 513 6.20 6.20 × 513/1000 ＝ 3.18 ｍ 

Ｄ－Ｊ φ40 93.5 48 4.45 4.45 × 48/1000 ＝ 0.21 ｍ 

Ｊ－Ｋ φ25 60.6 200 1.27 1.27 × 200/1000 ＝ 0.25 ｍ 

Ｋ－Ｌ φ20 22.9 100 4.20 4.20 × 100/1000 ＝ 0.42 ｍ 

Ｌ－Ｎ φ13 18.8 513 6.20 6.20 × 513/1000 ＝ 3.18 ｍ 

Ｃ－Ｍ φ40 77.6 35 14.1 14.10 × 35/1000 ＝ 0.49 ｍ 

Ｍ－Ｏ φ25 48.0 131 2.27 2.27 × 131/1000 ＝ 0.30 ｍ 

Ｏ－Ｐ φ20 28.9 150 3.20 3.20 × 150/1000 ＝ 0.48 ｍ 

Ｐ－Ｑ φ20 24.9 116 18.00 18.00 × 116/1000 ＝ 2.09 ｍ 

※損失水頭の値は、小数第 3位を四捨五入 
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(エ)損失水頭の合計 

区間 区間 2 損失水頭 合計 判 定 

Ａ－Ｉ 

Ａ－Ｂ 3.36 

15.87 

Ｂ－Ｃ 0.52    

Ｃ－Ｄ 1.17    

Ｄ－Ｅ 0.15    

Ｅ－Ｆ 0.08 合計  配水管水圧 

Ｆ－Ｇ 0.29 15.87 ＜ 20.0（一部地域を除く） 

Ｇ－Ｈ 0.32  20.0ｍ以下のため OK 

Ｈ－Ｉ 3.18    

立上り 1.80    

作動水圧 5.00    

Ａ－Ｎ 

Ａ－Ｂ 3.36 

15.91 

Ｂ－Ｃ 0.52    

Ｃ－Ｄ 1.17    

Ｄ－Ｊ 0.21 合計  配水管水圧 

Ｊ－Ｋ 0.25 15.91 ＜ 20.0（一部地域を除く） 

Ｋ－Ｌ 0.42  20.0ｍ以下のため OK 

Ｌ－Ｎ 3.18    

立上り 1.80    

作動水圧 5.00    

Ａ－Ｑ 

Ａ－Ｂ 3.36 

16.54 

Ｂ－Ｃ 0.52    

Ｃ－Ｍ 0.49    

Ｍ－Ｏ 0.30 合計  配水管水圧 

Ｏ－Ｐ 0.48 16.54 ＜ 20.0（一部地域を除く） 

Ｐ－Ｑ 2.09  20.0ｍ以下のため OK 

立上り 4.30    

作動水圧 5.00    

いずれの区間においても損失水頭が 20ｍ未満(一部地域を除く)であるので仮定どおりの口径でよ

い。 

ＭＱ区間などの末端の給水管口径は給水用具の数に応じて水量が減少するので、同じ動水勾配にて

口径を小さくすること。 

(オ)使用水量とメーターの性能範囲 

同時使用による（ＡＢ区間流量）185.3 /min(11.1ｍ3/ｈ)に対して、φ50mm メーターの最大流量(30

ｍ3/ｈ)以下であるので仮定口径でよい。  
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（2） 直結式で水栓数(30 栓以下)の少ない建物の場合の計算例 

(ア)同時使用水量 

総給水用具数 8個（給湯器を除く。） 

同時使用率を考慮した給水用具 3個となる。(表-3.3.1) 

使用頻度を考慮して、以下の給水用具を同時に使用するものとして同時使用水量を求める。 

２Ｆ台所流し Ｓ 12  /min 

１Ｆ台所流し Ｐ 12  〃    計 36.0  /min（2.16ｍ3/ｈ） 

２Ｆトイレ  Ｑ 12  〃                                         (表-3.3.2)         

同時使用水量 2.16ｍ3/ｈより、メーターの口径 20mm と仮定して以下の配管の口径を仮定する。 

(イ)損失水頭の合計      

区間 口径 
流量 

( /min) 

管又は 

給水器具 

換算長Ｌ 

(ｍ) 

動水勾配Ｉ 

(‰) 

損失水頭ｈ(ｍ) 

＝(L×I)/1000 

Ａ－Ｂ φ20 36.0 

給水管    ＝ 13.00 

 31.03×220/1000 

分水栓 1 × 3.0 ＝ 3.00 

エルボ 6 × 0.75 ＝ 4.50 

止水栓 1 × 2.0 ＝ 2.00 

伸縮付ﾎﾞｰﾙ

式止水栓 
1 × 0.29 ＝ 0.29 

メーター 1 × 8.0 ＝ 8.00 

チーズ(直) 1 × 0.24 ＝ 0.24 

計 31.03 220 6.82 

Ｂ－Ｄ φ20 24.0 
給水管    ＝ 5.00 

 5.48×108/1000 
チーズ(直) 2 × 0.24 ＝ 0.48 

計 5.48 108 0.59 

Ｄ－Ｈ φ20 12.0 

給水管    ＝ 8.00 

 9.47×33/1000 チーズ(直) 3 × 0.24 ＝ 0.72 

エルボ 1 × 0.75 ＝ 0.75 

計 9.47 33 0.31 
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区間 口径 
流量 

( /min) 

管又は 

給水器具 

換算長Ｌ 

(ｍ) 

動水勾配Ｉ 

(‰) 

損失水頭ｈ(ｍ) 

＝(L×I)/1000 

Ｄ－Ｊ φ20 12.0 

給水管    ＝ 9.50 

 12.20×33/1000 チーズ(分) 1 × 1.2 ＝ 1.20 

エルボ 2 × 0.75 ＝ 1.50 

計 12.20 33 0.40 

Ｊ－Ｓ φ13 12.0 

給水管    ＝ 1.00 

 4.90×228/1000 チーズ(分) 1 × 0.9 ＝ 0.90 

給水栓 1 × 3.0 ＝ 3.00 

計 4.90 228 1.12 

Ｂ－Ｑ φ20 12.0 

給水管    ＝ 9.00 

 26.70×33/1000 
チーズ(分) 1 × 1.2 ＝ 1.20 

エルボ 2 × 0.75 ＝ 1.50 

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 1 × 15.0 ＝ 15.00 

計 26.70 33 0.88 

Ｈ－Ｐ φ13 12.0 

給水管    ＝ 3.00 

 7.20×228/1000 エルボ 2 × 0.6 ＝ 1.20 

給水栓 1 × 3.0 ＝ 3.00 

計 7.20 228 1.64 

  ※損失水頭の値は、小数第 3位を四捨五入 

(ウ)損失水頭の合計 

区間 区間 2 損失水頭 合計 判 定 

Ａ－Ｓ 

Ａ－Ｂ 6.82 

18.83 

Ｂ－Ｄ 0.59    

Ｄ－Ｊ 0.40 合計 ＜ 配水管水圧 

Ｊ－Ｓ 1.12 18.83 ＜ 20.0（一部地域を除く） 

立上り 4.90  20.0ｍ以下のため OK 

作動水圧 5.00    

Ａ－Ｐ 

Ａ－Ｂ 6.82 

17.26 

Ｂ－Ｄ 0.59    

Ｄ－Ｈ 0.31 合計  配水管水圧 

Ｈ－Ｐ 1.64 17.26 ＜ 20.0（一部地域を除く） 

立上り 2.90  20.0ｍ以下のため OK 

作動水圧 5.00    

Ａ－Ｑ 

Ａ－Ｂ 7.16 

17.94 
Ｍ－Ｏ 0.88 合計  配水管水圧 

立上り 4.90 17.94 ＜ 20.0（一部地域を除く） 

作動水圧 5.00  20.0ｍ以下のため OK 

いずれの区間においても損失水頭が 20ｍ未満(一部地域を除く)であるので仮定通りの口径でよい。 
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（3） 貯水槽式の場合の計算例 

建築物の概要 

階層 5 階 

戸数 200 戸 

1 戸当りの有効面積 25ｍ2

貯水槽設置場所 6ｍ×7ｍ以内で地上式 

(ア)貯水槽容量の決定 

a． 居住人員の算出 

・ 有効面積当り人員 0.16 人/ｍ2（表-3.3.8 より） 

・ 1 戸当り有効面積＝25ｍ2

・ 1 戸当り人員＝25ｍ2×0.16 人/㎡＝4人/戸 

・ 居住人員＝200 戸×4人/戸＝800 人 

b． 1 日当り使用水量 

・ 1 日当り使用水量＝200 /人とする（表-3.3.8 より） 

・ 1 日当り計画使用水量＝200 /人×800 人＝160.0ｍ3

c． 貯水槽の有効容量 

・ 有効容量＝1日当たり計画使用水量×40～60％ 

         ＝160×0.4＝64.0 

よって、貯水槽寸法は、奥行き(Ｌ)×よこ(Ｂ)×有効高さ(Ｈ)より 

5.0ｍ×5.0ｍ×3.0ｍ＝75.0ｍ3 ＞ 55.0ｍ3 

とする。 

(イ)給水管口径の決定 
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a． 口径の仮定 

使用水量 メーターの最大流量 

1 日当たりの計画使用水量 160ｍ3/日 φ25メーター φ50メーター 

1 時間当たりの使用水量Ｑ＝160/15＝10.67ｍ3/ｈ 4.0ｍ3/ｈ 30.0ｍ3/ｈ 

φ25mm メーターの最大許容量(4.0ｍ3/ｈ)を超えるので、給水管口径φ50mm を仮定口径とする。

(表-3.4.7 より) 

b． 水理計算 

仮定口径での直管換算長 

口径 50mm の場合 ｍ 1 サイズ小さい口径 25mm ｍ 

管延長    ＝ 30.00 管延長    ＝ 30.00 

割丁字管 1 × 0.23 ＝ 0.23 サドル付分水栓 1 × 4.00 ＝ 4.00 

仕切弁 3 × 0.39 ＝ 1.17 止水栓 3 × 0.23 ＝ 0.69 

メーター 1 × 20.00 ＝ 20.00 メーター 1 × 12.00 ＝ 12.00 

単式逆止弁 1 × 1.60 ＝ 1.60       

エルボ 14 × 2.10 ＝ 29.4 エルボ 14 × 0.90 ＝ 12.60 

チーズ(分) 1 × 3.00 ＝ 3.0 チーズ(分) 1 × 1.50 ＝ 1.50 

チーズ(直) 1 × 0.60 ＝ 0.60 チーズ(直) 1 × 0.27 ＝ 0.27 

ボールタップ 1 × 22.00 ＝ 22.00 ボールタップ 1 × 27.00 ＝ 27.00 

  計     108.00   計     88.06 

① 口径 50mm の場合 

動水勾配 ＝ 
有効水頭 

× 1000 ＝ 
20-5.0 

× 1000 ＝ 138.8‰ 
直管換算長 108.00 

仮定口径 50mm での流量 5.0 /sec（表-3.4.3 より） 

1 時間当りの給水量 18.0ｍ3/ｈ＞1時間当り使用水量 10.67ｍ3/ｈで OK である。 

② 1サイズ小さい 25mm の場合 

動水勾配 ＝ 
有効水頭 

× 1000 ＝ 
20-5.0 

× 1000 ＝ 170.3‰ 
直管換算長 88.06 

仮定口径 25mm での流量 0.9  /sec（表-3.4.3 より） 

1 時間当りの給水量 3.2ｍ3/ｈ＜1時間当り使用水量 10.67ｍ3/ｈで不足する。 

c． 口径の決定 

口径 25mm では、1時間当りの給水量が使用量に対して不足する。 

口径 50mm では、使用量に対する給水量も十分であり、またその水量はメーター最大流量を超え

ないので、口径 50mm を決定口径とする。  
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5． 図面作成 

図面は給水装置計画の技術的表現であり、工事施工の際の基礎であるとともに、給水装置の適切な維持管

理のための必須の資料であるので、明確かつ、容易に理解できるものであること。 

（1） 記入方法 

① 表示記号 

図面に使用する表示記号は、次に示すものを標準とするが、それにより難い場合には引出し線によ

り説明等を明記すること。 

[記入例] 

(管種) (口径)  (延長) 

PP φ25 － 1.5 

給水管の管種記号 

管  種 記 号 管  種 記 号 管  種 記 号 

ダクタイル鋳鉄管 DIP 鋳鉄管 CIP 

ステンレス鋼鋼管 SSP 耐衝撃性硬質 

塩化ビニール管 
HIVP 

硬質塩化ビニール 

ライニング鋼管 

SGP-VA 

SGP-VB 

SGP-VD 

ポリエチレン二層管 PP 
ポリ粉体 

ライニング鋼管 

SGP-PA 

SGP-PB 

SGP-PD 

亜鉛メッキ鋼管 GP-W 

塗覆装鋼管 STWP 銅管 CP ポリブデン管 PBP 

ポリエチレン 

複合鉛管
PEPb 架橋ポリエチレン管 XPEP 

耐熱性硬質塩化 

ﾋﾞﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 
SGP-HV 

鉛管（既設表示） LP 
石綿セメント管 

(既設表示) 
ACP 

水道用配水 

ポリエチレン管 
PE 

給水栓類の符合 

種  別 符  号 種  別 符  号 種  別 符  号 

一般用具 混合水栓 その他 

※ その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラー、電子式自動

給水栓などをいう。 
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弁栓類その他の図示記号 

名  称 図示記号 名  称 図示記号 名  称 図示記号 

仕切弁 私設消火栓 管の交差 

止水栓 
防護管 

（さや管） 
メーター 

逆止弁 口径変更 ヘッダー 

分水栓 消火栓 特殊排気弁 

口径 25mm 以下

甲型ﾎﾞｰﾙ式止水栓
減圧弁 立上り管 

口径 50mm 以上

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕 切 弁
定流量弁 

切断部又は 

プラグ止メ 

※ 止水栓は、伸縮付ボール式止水栓 

給水管の符号(立体図) 

種  別 符  号 種  別 符  号 種  別 符  号 

一般用具 

(給水栓類) 

一般用具 

(ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ) 

一般用具 

(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ) 

一般用具 

(ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ) 
その他 混合水栓 

※ その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラー、電子式自動

給水栓などをいう。 

貯水槽その他の記号及び符号 

名  称 貯水槽 高置水槽 ポンプ 

記 号 

および 

符 号 
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工事別の表示方法 

 給 水 管  給 湯 管 

名  称 新 設 既 設 撤 去 廃 止 新 設 既 設 

線  別 黒色実線 黒色破線 黒色実線を斜線で消す 一点鎖線 二点鎖線 

記 入 例 

② 図面の種類 

給水装置工事の計画、施工に際しては、ア．見取図、イ．平面図を、また、必要に応じて、ウ．立

面図、エ．断面図を作成すること。 

ア．見取図 給水(申込)家屋、付近の状況等の位置を図示したもの。 

イ．平面図 道路及び建築平面図に給水装置及び配水管の位置を図示したもの。 

ウ．立面図 給水管の配管状況等を系統的に記入し図示したもの。 

エ．断面図 給水管の配管状況等を断面的に図示したもの。 

③ 文字 

ア．文字は明確に書き、漢字は楷書とする。 

イ．文書は左横書きとする。 

④ 縮尺 

平面図は、公私境界及び敷地・建物と給水装置の位置関係が明確に判るように適宜作成すること。 

⑤ 単位 

ア．給水管及び配水管の口径の単位は mm とし、単位記号はつけない。 

イ．給水管の延長の単位はｍとし、単位記号はつけない。 

なお、延長は小数第 1位(小数第 2位を四捨五入)までとする。 

（2） 作図 

① 方位 

作図にあたっては必ず方位を記入し、北を上にすることを原則とする。 

② 見取図 

給水(申込)家屋、施工路線、付近の状況、道路状況及び主要な建物を記入すること。 

③ 平面図 

平面図には、次の内容を記入すること。 

ア．建物の各室の平面図及び給水栓等給水用具の取付位置 

イ．配水管からの分岐位置のオフセット(3点から測定) 

ウ．布設する管の管種、口径、延長及び位置 

エ．道路の種別(舗装種別、幅員、歩車道区分、公道及び私道の区分) 

オ．公私有地、隣接敷地の境界線 
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カ．分岐する配水管及び既設給水管等の管種、口径 

キ．貯水槽方式の共同住宅の場合は、貯水槽有効容量及び口径別の戸数を記入すること。 

ク．その他工事施工上必要とする事項(障害物の表示等) 

④ 立面図 

立面図は平面で表現することができない配管等を系統的に記入し、管種、延長、口径などを表示す

ること。(道路とメーターまでの高低差がある場合など、必要に応じて記入すること。) 

⑤ 断面図 

断面図は平面で表現することができない配管状況を断面的に表示するもので、施工する管の種類、

口径及び延長等を記入すること。(道路とメーターまでの高低差がある場合など、必要に応じて記入

すること。)  
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（3） その他 

貯水槽式給水の場合の図面は、直結給水部分(貯水槽)までとする。 

① 平面図(例)

② 断面図(例) 
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6． 水道直結式スプリンクラーの計画 

6.1 留意事項 

水道直結式スプリンクラー(以下、スプリンクラー設備)を設置する場合は、粕屋南部消防署と事前協

議を行い、その指導に従わなければならない。また、消防法により、消防用設備の工事または整備は消

防設備士でなければ行えないよう規定されていることから、指定事業者が消防設備士の指導の下に行う

こと。 

（1） スプリンクラー設備を設置しようとする者は、給水装置工事の申込の際には、次の条件を承諾した

うえで、管理者へ条件承諾書を提出しなければならない。 

① 一時的な断水や水圧低下(災害、給水制限、水道管破損事故、水道施設の工事等)により、スプリ

ンクラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても、水道事業者は一切責任を負わない。 

② スプリンクラー設備の火災時以外における作動および火災時の水道事業にその責を求めることが

できない非作動時に係る影響に関する事項について、水道事業者は一切の責任を負わない。 

③ スプリンクラー設備が設置された家屋、部屋を賃貸する場合には、①および②の条件が付いてい

る旨を借家人等に熟知させること。 

④ スプリンクラー設備の所有者を変更する場合には、①、②および③の条件が付いている旨を譲渡

人に熟知させ、その譲渡人は変更届および承諾書を提出すること。 

（2） スプリンクラー設備は、設置者の責任をもって管理し、定期的に作動状況の確認を行わなければな

らない。 

6.2 性能及び構造材質 

スプリンクラー設備の性能基準の確保については、粕屋南部消防署と協議し、その指導に従うこと。

また、スプリンクラーヘッド及びスプリンクラー設備に用いる配管および継手の構造材質については、

消防法令適合品かつ水道法に定める構造及び材質の基準に適合するものであることとし、使用される製

品については、粕屋南部消防署と協議し、その指導に従うこと。 

6.3 口径決定 

（1） スプリンクラー設備を設置する建築物における給水管の口径決定にあたっては、スプリンクラーヘ

ッドは、使用頻度が少ないことから利用者に周知することをもって給水栓数に含めなくてよい。 

（2） スプリンクラーヘッドについては、消防法令等により、放水量および放水圧力等の基準が定められ

ているため、スプリンクラー設備のみの同時使用水量より算定した口径と、スプリンクラーを除く水

栓について算定した口径とを比較し、給水管口径(メーター口径)を決定すること。 

なお、スプリンクラーヘッドの設置個所および同時使用個数(計画使用水量)については、粕屋南部

消防署と協議し、その指導に従うこと。 

（3） スプリンクラー設備を除く水栓について算定した口径より、スプリンクラー設備のみの同時使用水

量より算定した口径の方が大きかった場合、スプリンクラー設備の所有水頭が配水管の水圧以下であ

っても、メーター最大流量を超過する場合がある。 

施工基準におけるメーター最大流量は、概ね JIS で定められた「一時的使用の許容範囲(1 時間/日

以内の使用の場合)とする場合」の流量となっている。 

しかしスプリンクラー設備が作動する際は、火災発生時という緊急時であること、また、初期消火

に伴う短時間の作動であることから、スプリンクラー設備のみの同時使用水量より算定したメーター

口径については、JIS で定められた「定格動作条件下で、検定公差内で作動することが要求される最



- 68 - 

大の流量」まで例外的に認めることとする。(表-3.4.10 を参照) 

なお、スプリンクラーヘッドの設置個所および同時使用個数(計画使用水量)は、粕屋南部消防署と

協議し、その指導に従うことに変わりはない。 

表-3.4.10 スプリンクラーヘッドの設備のメーター口径決定時の最大流量 

口径 最大流量(通常) 最大流量(スプリンクラー設備のみ) 

 ｍ3／ｈ  ／min ｍ3／ｈ  ／min 

13 1.5 25.0 2.5 41.6 

20 2.5 41.6 4.0 66.6 

25 4.0 66.6 6.3 105.0 

50 30.0 500.0 40.0 666.6 

75 47.0 783.3 63.0 1050.0 

100 74.5 1241.6 100.0 1666.6 


